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P.P.P.ブラヴィッシモ！通生 デイサービスセンター 

※※※  重要事項説明書  ※※※ 
 
 
 あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている通所介護及び介護予防通所介護又は介護保険

法に基づく第１号通所事業サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説

明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 
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 この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

１年３月３１日厚生労働省令第３７号）」第１０５条により準用する第８条の規定にもとづき、通所介護

及び介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業サービス提供契約に際して、事業者があ

らかじめ説明しなければならない内容を記したものです。 
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１ 事業主体 

事業主体（法人名） 社会福祉法人 Ｐ.Ｐ.Ｐ. 

法人の種類 社会福祉法人 

代表者（役職名及び氏名） 理事長 西江 嘉彰 

法人の設立年月日 昭和５５年１１月１１日 

法人所在地 〒７１２－８０４１ 岡山県倉敷市福田町福田２１２２－１ 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話０８６－４５５－８５８５  ＦＡＸ０８６－４５５－４１１３ 

 

２ 事業所の概要 

事業所の名称 P.P.P.ブラヴィッシモ！通生 デイサービスセンター 

事業所の管理者氏名  西郷 年宏 

開設年月日 平成２９年１１月１日 

介護保険事業者指定番号 ３３７０２０８３０２ 

事業所の所在地 
〒７１１－０９３３ 

岡山県倉敷市児島通生 818 番地 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０８６－４５４－５５４０ ＦＡＸ０８６－４５４－５５４１ 

敷地概要・面積  敷地面積：６２５４.２２㎡ 

建物概要 構造：木造耐火構造  延べ床面積：１９１６.８１㎡ 

損害賠償責任保険の加入先 東京海上日動火災保険株式会社 

主な設備の概要 

機能訓練室 １室  面積１４２.７５㎡（定員２０名） 

静養室 １室  面積８．２５㎡ 

トイレ ４箇所(内２箇所は車椅子対応トイレ) 

汚物処理室 トイレ内１箇所 

相談室 １室  面積１１.３５㎡ 

事務所 １室  面積３１.２５㎡ 
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３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

 通所介護及び介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事

業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所におくべき従事者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢

者に対し、適正な通所介護サービスを提供することを目的とします。 

運営方針 

利用者が要介護状態となった場合でも可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活

機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並

びにご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生

活上の世話及び機能訓練等その他必要な援助を行う。 

利用者が要支援状態となった場合でもできる限り要介護状態とならな

いで、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の

支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために、必要な日

常生活上の世話及び機能訓練等その他必要な援助を行う。 

事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サ

ービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとす

る。 

 

４ 事業実施地域、営業時間、定員等 

営業日及び営業時間等 
営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 ８：２０～１７：２０ 

休日 日曜日・１２月３０日～１月３日 

サービス提供時間 １０：００～１５：３０ 

通常の事業実施地域 倉敷市（但し、玉島、真備町、船穂町を除く） 

定 員 ２０名 

 

５ 従業者の職種、員数及び職務の内容等 

職種 常勤 非常勤 指定基準 職務の内容 

管理者 1 名 - 1 名 利用者及び職員の管理等 

生活相談員 1 名以上 - 1 名 利用者の計画作成及び調整等 

介護職員 ２名以上 2 名 利用者の介護全般の援助等 

機能訓練指導員 1 名以上 1 名 利用者の機能訓練指導等 

看護職員 1 名以上 1 名 利用者の健康管理等 

 常勤職員の勤務時間は ８：２０～１７：２０ 

 非常勤職員の勤務時間は 上記時間の内個別に設定 
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６ サービスの概要 

日常生活上の援助 日常生活動作能力に応じて、必要な支援を行います。 

食 事 
12：00～配膳開始。身体状況にあった食事を当事業所の厨房より提供

します。 

機能訓練 
利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように

努めます。 

排 泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立についても

適切な援助を行います。 

入 浴 体調を考慮し、身体機能に合った入浴を提供します。 

健康チェック 血圧測定、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

送 迎 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

 

７ サービス利用料金 

 ①保険給付サービス利用料金 

保険給付サービス 

要介護度別に応じて定められた金額及び対象となる加算の金額（省令によ

り変更あり）から介護保険給付額を除いた金額が利用者負担額になります。 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利

用者の負担額を変更します。 

※『介護保険負担割合証』に表示された負担割合により利用者負担額が異な

ります。（平成 27 年 8 月より） 

2 割負担の方は利用者負担額が表記額の 2 倍になります。 

 

通所介護 

通所介護費（１回あたり） 

所要時間：5時間以上 7時間未満の場合 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単位数／回 572 単位 676 単位 780 単位 884 単位 988 単位 

料金（Ａ） 5,720 円 6,760 円 7,800 円 8,840 円 9,880 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 5,148 円 6,084 円 7,020 円 7,956 円 8,892 円 

利用者負担額（Ａ）－（Ｂ） 572 円 676 円 780 円 884 円 988 円 

 

 入浴介助サービスを利用した場合 

入浴介助加算 1 回あたり 

単位数／回 50 単位 

料金（Ａ） 500 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 450 円 

利用者負担額（Ａ）－（Ｂ） 50 円 

 

サービス提供体制強化加算（１回あたり） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

（１） 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であ

ること。 

（２） 通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

（１） 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であ

ること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
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（１） 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合

が百分の三十以上であること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）イ （Ⅰ）ロ （Ⅱ） 

単位数／回 18 単位 12 単位 6 単位 

料金（Ａ） 180 円 120 円 60 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 162 円 108 円 54 円 

利用者負担額（Ａ）－（Ｂ） 18 円 12 円 6 円 

 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）通所介護費及び各加算の合計額に別途 5.9％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅱ）通所介護費及び各加算の合計額に別途 4.3％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅲ）通所介護費及び各加算の合計額に別途 2.3％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅳ）通所介護費及び各加算の合計額に別途 0.9％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅴ）通所介護費及び各加算の合計額に別途 0.8％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

 

介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業 

介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費（１月あたり） 

介護度 要支援１ 要支援２ 

単位数／月 1,647 単位 3,377 単位 

料金（Ａ） 16,470 円 33,770 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 14,823 円 30,393 円 

利用者負担額（Ａ）－（Ｂ） 1,647 円 3,377 円 

 

サービス提供体制強化加算（１月あたり） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

（１） 指定介護予防通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十

以上であること。 

（２） 通所介護費等算定方法第十五に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

（１） 指定介護予防通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十

以上であること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

（１） 指定介護予防通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占

める割合が百分の三十以上であること。 

（２） イ（２）に該当するものであること。 

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）イ （Ⅰ）ロ （Ⅱ） 

介護度 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 

単位数／月 72 単位 144 単位 48 単位 96 単位 24 単位 48 単位 

料金（Ａ） 720 円 1,440 円 480 円 960 円 240 円 480 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 648 円 1,296 円 432 円 864 円 216 円 432 円 

利用者負担額（Ａ）－（Ｂ） 72 円 144 円 48 円 96 円 24 円 48 円 

 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費及び各加算の合計額に別途 5.9％
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相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅱ）介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費及び各加算の合計額に別途 4.3％

相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅲ）介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費及び各加算の合計額に別途 2.3％

相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅳ）介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費及び各加算の合計額に別途 0.9％

相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

（Ⅴ）介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業費及び各加算の合計額に別途 0.8％

相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

 

②その他のサービス利用料金 

  以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

昼 食 代 1 食あたり５００円 

喫茶の提供に要する費用 １日 １００円 

紙パンツ・紙おむつ代 実費 

通常の事業実施地域を 

越える送迎費用 

通常実施地域を越えた地点から利用者の居宅まで片道１km あた

り、２０円 

レクリエーション、クラブ活動 

利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ

活動に参加していただくことができます。 

材料費等の実費 

その他の嗜好品 実費 

 

 ③ 利用料金の支払い方法 

利用料、その他の費用の請求 

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごと

の合計金額により請求いたします。 

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日頃までに利用者

あてにお渡しします。 

利用料、その他の費用の支払い 

請求月の２７日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いく

ださい。 

ア） 事業所での現金支払い 

イ） 事業者指定口座への振込（振込手数料は実費） 

  【事業者指定口座】 

    振込先：香川銀行  倉敷支店 

    口座名義：社会福祉法人 P.P.P. 

            P.P.P.ブラヴィッシモ！通生 

         普通預金  

    口座番号：3564242 

 お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保

管をお願いします。但し、口座振込の場合は依頼書控え又は通帳記

入に代えさせて頂きます。 
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８ 利用にあたっての留意事項 

被保険者証の提示 
サービス利用の際には、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を提示

してください。 

サービス提供中 気分が悪くなったときは、速やかに申し出てください。 

送 迎 決められた時間に遅れると送迎できない場合があります。 

設備、備品の使用 

事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来の用法

に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償していただく場合がありま

す。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

飲酒、喫煙 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は決められた場所でしてください。 

所持品の持ち込み 高価な貴重品や大金はこちらでは管理できません。 

動物の持ち込み ペットの持ち込みはお断りいたします。 

宗教活動、政治活動 事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

 

９ 非常災害時の対策 

非常災害時の対策 

 非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常

に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画

を作成し、防災計画に基づき、年２回利用者及び従業者等の訓練を行い

ます。 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

消火器    1 個 

避難誘導灯  1 個 

 

１０ 事故発生時及び緊急時の対応方法 

事故発生時の対応方法 

当事業所が利用者に対して行う通所介護及び介護予防通所介護又は介

護保険法に基づく第１号通所事業の提供により、事故が発生した場合は、

速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

また、当事業所が利用者に対して行った通所介護及び介護予防通所介

護又は介護保険法に基づく第１号通所事業の提供により、賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

事故については、事業所として事故の状況・経過を記録し、原因の分

析、再発防止のための取り組みを行います。 

緊急事態（事故・急変等）が発生した場合は、『緊急事態発生時対応マ

ニュアル』の通りに迅速に対応するとともに、主治医・ご家族・居宅介

護支援事業者ならびに必要に応じて保険者（市町村）に速やかに連絡を

します。 
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利用者の病状の急変等の 

緊急時の対応方法 

 通所介護及び介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事

業の提供中に、利用者の体調悪化時や病状の急変等の緊急時には、利用

者の主治医又は医療機関へ連絡し、必要な措置を速やかに講じます。ま

た、利用者の家族に速やかに連絡させていただきます。 

 病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要

請することがあります。但し、救急搬送以外での病院受診の付き添いは

行っていませんので、ご家族の方等にお願いいたしますことをご了承く

ださい。 

 

１１ 秘密の保持と個人情報の保護 

利用者及びその家族に関する 

秘密の保持について 

事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た

利用者及びその家族に関する秘密を正当な利用なく、第三者に漏らし

ません。 

 この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後も継続

します。 

従業者に対する 

秘密の保持について 

就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者

及びその家族に関する秘密を保持する義務を規定しています。 

また、その職を辞した後にも秘密の保持の義務はあります。 

個人情報の保護について 

事業所は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用

者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物

については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

１３ 通所介護計画及び介護予防通所介護計画 

通所介護計画 

及び 

介護予防通所介護計画 

について 

通所介護及び介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所

事業サービスは、利用者一人一人の人格を尊重し、住み慣れた地域で

の生活を継続することができるよう、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、通所介護又は介護予防通所介護及

び介護保険法に基づく第１号通所事業を利用することにより、地域で

の暮らし等を支援するものです。 

事業所の計画作成担当者は、利用者の状況に合わせて適切にサービ

スを提供するために、利用者及び担当介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）等と協議のうえで通所介護計画又は介護予防通所介護計画を定め、

また、その実施状況を評価します。 

計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明のうえ交

付します。 

サービス提供に関する 

記録について 

サービス提供に関する記録は、その完結の日から５年間保管します。 

また、利用者又は利用者の家族はその記録の閲覧が可能です。 
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１４ 苦情処理の体制 

苦情処理の体制 

及び手順 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ

て訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しな

がら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者と

ともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要

に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた

結果報告を行います。（時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡します。） 

苦情又は相談については、事業所として苦情相談の内容・経過を記録し、原因

の分析、再発防止のための取り組み」を行います。 

事業所苦情 

相談窓口 

苦情受付担当者  生活相談員 石井 歩 

苦情解決責任者  管 理 者 西郷 年宏 

連  絡  先  ０８６－４５４－５５４０ 

受 付 時 間  ８：２０～１７：２０（月曜日～土曜日） 

※但し、12 月 30 日～1月 3 日を除く 

第三者委員 

氏   名  平松 正臣 

所   属  ノートルダム清心女子大学 

連 絡 先  ０８０－６１５５－７８５７ 

 

氏   名  松尾 忠昭 

所   属  倉敷市社会福祉協議会 

連 絡 先  ０８６－４５５－４４８８ 

事業所外苦情 

相談窓口 

倉敷市保健福祉局介護保険課       電話 ０８６－４２６－３３４３ 

岡山県健康保険団体連合会 介護保険課  電話 ０８６－２２３－８８１１ 

岡山県運営適正化委員会         電話 ０８６－２２６－３５１１ 

 

１５ 衛生管理 

衛生管理について 

事業所の設備及び備品等については、消毒等の衛生的な管理に努めていま

す。また、空調設備により適温の確保に努めています。 

従業者の健康管理を徹底し、従業者の健康状態によっては、利用者との接

触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者に対して手洗い、うがいを

励行する等、衛生教育の徹底を図っています。 

利用者にも手洗い、うがいを励行させていただきます。 

感染症対策マニュアル 

 Ｏ－１５７、ノロウィルス、インフルエンザ等の感染症対策マニュアルを

整備し、従業者に周知徹底しています。 

 また、従業者への衛生管理に関する研修を年２回行っています。 
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１6 高齢者虐待防止について 

高齢者虐待防止等 

のための取り組み 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

 

① 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

② （介護予防）通所介護計画の作成など適切な介護の実施に努めます。 

③ 従業者が介護にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従

業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

虐待相談窓口 

虐待受付担当者  生活相談員 石井 歩 

虐待防止責任者  管 理 者 西郷 年宏 

連  絡  先  ０８６－４５４－５５４０ 

 

虐待防止委員長  統括管理者 西江 嘉彰 

連  絡  先  ０９０－６０８２－６４２８ 

受 付 時 間  ８：２０～１７：２０（月曜日～土曜日） 

※但し、祝祭日を除く 

また、苦情受付箱を事業所受付に設置しています。 

虐待防止外部委員 

氏   名  平松 正臣 

所   属  ノートルダム清心女子大学 

連 絡 先  ０８０－６１５５－７８５７ 

 

氏   名  松尾 忠昭 

所   属  倉敷市社会福祉協議会 

連 絡 先  ０８６－４５５－４４８８ 

 

氏   名  石原 昌子 

所   属  法務省 人権擁護委員 

連 絡 先  ０８６－４５５－８６４６ 

事業所外虐待 

相談窓口 

倉敷市保健福祉局介護保険課       電話 ０８６－４２６－３３４３ 

岡山県健康保険団体連合会 介護保険課  電話 ０８６－２２３－８８１１ 

岡山県運営適正化委員会         電話 ０８６－２２６－３５１１ 
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ご 

利 

用 

者 

（ 

甲 

） 

私は、本書面に基づき重要事項の説明を受け、内容を確認しましたのでサービスの利用を

申し込みます。 

平成   年   月   日 

住  所 
 〒   － 
 
 

氏  名 
 

                    ㊞ 

電話番号 （    ）   － ＦＡＸ （    ）   － 

代筆者氏名  
本人との 

関係 
 

 

（ 

甲 

の 

家 

族 

等 

） 

私は、重要事項の説明を受け、内容を確認しました。 

平成   年   月   日 

本人との 
関係  

住  所 
〒   － 

 
 

氏  名 
 

                    ㊞ 

電話番号 （    ）   － ＦＡＸ （    ）   － 

 

事 

業 

者 

（ 

乙 

） 
当事業者は、甲の申し込みを受諾し、この契約に定める各種サービスを、誠実に責任を 

持って行います。 

所 在 地 
〒７１２－８０４１ 
岡山県倉敷市福田町福田２１２２－１ 

名   称 社会福祉法人 Ｐ．Ｐ．Ｐ． 

代 表 者 理事長 西江 嘉彰     ㊞ 

電話番号 （０８６）４５５－８５８５ ＦＡＸ （０８６）４５５－４１１３ 

事業所管理者 西郷 年宏 役職 管理者 

 

重要事項説明者  役職  

 
 


